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家畜共済診療点数表の改定の考え方

家畜共済診療点数表（農業保険法施行規則（平成29年農林
水産省令第63号。以下「規則」という。）第117条第１項及び第
166条の規定により、診療その他の行為によって組合員等が負
担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を
定めた点数表をいう。以下同じ。）の改定の考え方は、以下のと
おりとし、令和２年１月１日から適用する。

○ 家畜共済診療点数表には、診療行為等ごとに、当該行為等
によって組合員等が負担すべき費用を１点10円で点数化して
評価し、記載している。

〇 家畜共済診療点数表は、家畜共済の共済掛金標準率の改
定に合わせて、３年ごとに改定している。

○ 平成29年の法改正により、令和２年１月１日以後に共済掛
金期間が始まる共済関係から、これまで全額自己負担であっ
た初診料が補償の対象（自己負担１割）となることを踏まえ、
今回の改定は、これに合わせる形で、令和２年１月１日から適
用する。
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○ 種別とは、診療行為等の区分のことであり、107の種別が
定められている（例．直腸検査、難産介助）。

○ 備考には、種別の説明や診療点数を増点する場合等につ
いて記載している（例．難産介助を行った場合において、30分
を超えても娩出しない場合は、B種点数に509点を加える）。

○ 経営局保険監理官が行う調査等に基づき、
・新たな治療法や検査法が普及されていること
・従来必要とされていた診療行為等が不要となっていること
等を確認した上で、種別及び備考の必要な見直しを行う。

【参考】備考の見直し（例）
従来、顕微鏡による検査方法のみ認められていた寄生虫検査につい
て、検査キットによる検査が普及したことから、検査キットを用いる場合
は、通常よりもA種点数を72点増点するよう、備考を変更した。

１ 家畜共済診療点数表中の種別及び備考の見直し

１ 家畜共済診療点数表中の種別及び備考の見直し

最近における獣医学の進歩等により、種別及び備考の追加、
変更及び削除を必要とするものについて見直しを行う。
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２ 家畜共済診療点数表中のＡ種点数の見直し

２ 家畜共済診療点数表中のＡ種点数（規則第166条の規定に
基づき農林水産大臣が定める点数。以下同じ。）の見直し

診療に直接必要な医薬品等の費用の評価に用いる「Ａ種点
数」のうち、最近における経済事情の変化、獣医学、医療機器
等の進歩等により、種別ごとに実態との格差が生じている等必
要なものについて見直しを行う。

○ Ａ種点数とは、医薬品費（診療点数表の備考によって薬
価基準表に基づいて増点する分を除く。）、医療用消耗品
費、医療用器具及び機械の償却費等の直接費に係る費
用を１点10円で点数化して評価したものである。

【参考】A種点数に該当する費用（下線部分。規則第113条）

（診療技術料等）
第113条 法第144条第2項第2号の農林水産省令で定める診療技

術料等は、診療に要する費用から次に掲げる費用を差し引いた
ものとする。
一 医薬品費
二 医療用消耗品費
三 医療用器具及び機械の償却費
四 往診用車両の修理費及び償却費
五 往診用車両の燃料費及び往診時の交通費

○ 経営局保険監理官が行う調査等に基づき、新たな治療
法や検査法の普及等によって医療用消耗品に係る費用
等が実態と異なっていること等を確認した上で、Ａ種点数
の必要な見直しを行う。



○ Ｂ種点数とは、診療行為等によって組合員等が負担すべき
費用を１点10円で点数化して評価したものである。

【参考】獣医師が乳房炎に対する診療を行った場合（例）

点数の内訳

○ Ｂ種点数とＡ種点数との差とは、診療技術料等（診療行為に
対応する費用）となる（３ページの参考にある規則第113条参
照）。

○ 経営局保険監理官が行う調査等に基づき、新たな治療法や
検査法の普及等によって診療行為に要する労力や難度が異
なっていること等を確認した上で、Ｂ種点数とＡ種点数との差
の必要な見直しを行う。

３ 家畜共済診療点数表中のＢ種点数とＡ種点数との差の見直し

３ 家畜共済診療点数表中のＢ種点数（規則第117条第１項の
規定に基づき農林水産大臣が定める点数。以下同じ。）とＡ種
点数との差の見直し

診療に携わる獣医師の診療技術料等（農業保険法（昭和22
年法律第185号）第144条第２項第２号の診療技術料等をい
う。）の評価に用いる「Ｂ種点数－Ａ種点数」のうち、最近におけ
る獣医技術の進歩等により、種別ごとに実態との格差が生じて
いる等必要なものについて見直しを行う。
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